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　　 小学校配膳室への「牛乳保冷庫」の設置

・Ｈ13：大曲東小・大曲小（2校）

・Ｈ14：東部小・西の里小（2校）

・Ｈ15：北の台小・西部小・広葉小（3校）

     小学校配膳室への「牛乳保冷庫」の設置

・Ｈ16緑陽小・若葉小・高台小（3校） [計10校]
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食中毒予防対策事業
（小学校における保冷庫の整備）

給食を実施するうえで、食品の安全衛生管理が最も重要視される点といえるが、平成8年のＯ-157発
生以来、国における衛生管理基準の徹底強化等も踏まえ、小学校において、平成13年度から「食中毒
予防対策事業」の一環として、牛乳保冷庫の設置を順次実施している。
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　食中毒予防対策を継続的に実施し、安全な給食提供を図る。食中毒予防の原則は、
第一は食品への汚染防止、第二は食品での増殖防止、第三は食品中の細菌の殺菌で
あることから、これらを踏まえ、設備の充実により、適正な温度管理が行えるよう、必要
な整備を図ることを目的としている。
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　食中毒予防対策として、十分効果は
ある。

　牛乳保冷庫の規模については、学校
施設・児童数等の規模、また、牛乳の
みならずデザート関係の保冷にも配慮
しており、効率的な設置としている。

判定の説明や課題 改善の方法

　食中毒予防対策の一環として、衛生
管理体制が充実強化されており、目的
としては妥当と考える。

　牛乳保冷庫の設置により、学校にお
ける衛生管理の充実強化が確実に図
られている。また、国庫補助3分の1活
用により、手段としては妥当と考える。

　学校給食法に基づき、学校給食は学校
設置者の責任において実施されるべきも
のとされている。　また、国における学校給
食実施基準、衛生管理基準等により、施
設設備は保健衛生上適切なものでなけれ
ばならないと定められており、安全衛生管
理体制の確保に留意して実施することとさ
れている。
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今後の方向性等

□拡大・重点化する

１次評価のとおり。□統合する(検討含む）
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■終了

□廃止・休止する(検討含む）

□統合する(検討含む）
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　行財政構造改革推
　進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）と改善（アクション）

手段の妥当性

□拡大・重点化する

□現状のまま継続する

【１次評価】

　学校給食に要する経費の負担につ
いて、法により施設設備費及び人件費
は学校設置者の負担とされている。

【事務事業担当部局内優先度】
※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

今後の方向性や改善方法など

【上記３の評価と改
善を踏まえ、今後の
方向性についての総
合判定と改善方法等
を記入】

□現状のまま継続する

□見直しの上で継続する

事務事業担当部局
の総合判定

食中毒予防対策事業の一環として牛乳保冷庫の設置は終了した
が、今後とも食中毒防止のための衛生管理の徹底を図る必要があ
る。□縮小する(検討含む）

□廃止・休止する(検討含む）

■終了

【２次評価】

【有効性と効率性の評価と改善の方法】

　判　　　　定

□あまり成果が上がっていない

□成果が上がっていない

■十分成果が上がっている

□概ね成果が上がっている

４　総合判定と今後の方向性
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□かなり非効率

■適切
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【妥当性の評価と改善の方法等】

39-3
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スト節減の方
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んか】

行政関与の妥当性 ■適切

□やや非効率

【受益者負担の適正化の
余地はありませんか】

■適切

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

【意図した成
果は上がって
いますか】
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せんか】
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方法記入）

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

【現在の手段は適切です
か。他の手段や委託化な
どの可能性はありません
か】

効率性の評価 ■十分効率的

事務事業を取り巻く
社会環境の変化や
今後の予測・他市
町村の動向等

　今日の食品の安全性に対する意識の高揚の中で、国においても、Ｏ-157発生以来衛生管理基準の
抜本的見直しが図られてきており、安全性の確保について、さらに強く求められている状況にある。
　その中で、食中毒予防対策の一環として、牛乳保冷庫の全校設置が今年度で完了することについて
は、十分評価できる。
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